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日医工がお届けする では、
調剤報酬の全点数 について詳細な解説資料をご用意しております

Stu-GE  調剤報酬全点数

調剤報酬点数表からご確認頂けます

https://stu-ge.nichiiko.co.jp/information/598?utm_source=Stu-GE&utm_medium=referral&utm_campaign=PDF&utm_term=20201120-1087
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在宅患者緊急時等共同指導料
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15の3
内容 点数

訪問薬剤管理指導を実施している薬局薬剤師が、在宅療養中で通院が困難な患者の急変等に伴い、当該患者
の在宅療養を担う医療機関の保険医の求めで、当該医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している医療機関
の歯科医師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介
護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行っ
た場合1回につき算定
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別途算定不可
※薬局と患家との距離が16キロメートルを超えた場合、特殊の事情があった場合を除き算定不可

700点
(月2回まで)

加
算

麻薬管理指導加算(「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」における麻薬管理加算と同条件)

内容 点数

麻薬の投薬が行われている患者に対し、麻薬の使用に関し、服用及び保管の状況、副作用の有無等について確
認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合、所定点数に加算

100点
（1回につき）

乳幼児加算(「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」における乳幼児加算と同条件)

内容 点数

在宅療養中の通院が困難な６歳未満の乳幼児に対し、患家を訪問し、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合、所定点数に加算

100点
（1回につき）

【主な要件】

薬剤服用歴への記載

・薬剤服用歴管理指導料の
記載事項
・カンファレンスに関する事項

対応可能エリアは
16km以内(例外有) ・麻薬に係る薬学的管理指導内容

・患者、家族への指導要点
・保険医に提供した訪問結果内容
・返納された麻薬廃棄に関する事項

麻薬管理指導加算 主な記載事項
カンファレンス参加
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在宅患者緊急時等共同指導料
【算定要件】
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15の3

⑤ 必要事項を記録

訪問薬剤管理指導を実施している
薬局薬剤師

在宅での療養を行っている通院が困難な患者

患者の在宅療養を担う
医療機関の保険医

② 求め

①
・病状の急変や
・診療方針の大幅な変更等

③

患
家
訪
問

③ 関係する医療関係職種等と共同カンファレンス実施④
計
画
的
な
訪
問
薬
剤
管
理
指
導

療
養
上
必
要
な
薬
学
的
管
理
指
導
の
実
施

踏まえ

共
有
し
た
患
者
の
診
療
情
報
と

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
結
果

算定は月2回に限り(カンファレンスと薬学的管理指導の実施で1回算定可)

※カンファレンスと薬学的管理指導は別日実施でも算定可
(ただし、速やかに薬学的管理指導を行う)

16
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内

・患家から16キロ圏域内に、在宅患者訪問薬剤管理指導を届出ている薬局がない等、特殊な事情がある場合は算定可
・平成24年3月31日以前から在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は算定可
なお、特殊な事情もなく、患家の希望により実施した場合、在宅患者緊急時等共同指導料は保険診療としては認められず、患者負担

薬剤服用歴
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薬局薬剤師がビデオ通話でカンファレンス参加可能な場合
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原則、カンファレンスは患家で実施(患者or家族が患家以外でのカンファレンスを希望する際を除く)

⇒患者の個人情報をビデオ通話画面上で共有する際、患者の同意を得ていること
医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末でカンファレンスを実施する場合、厚生労働省「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」に対応すること

【医療を提供しているが医療資源の少ない地域※に属する薬局】
カンファレンスを月に2回実施する場合の2回目で、医療関係職種等の3者
以上が参加し、1者以上は、患家に赴き実施

カンファレンスに医療関係職種等の3者以上が参加し、うち2者以上が患
家に赴き実施

※医療を提供しているが医療資源の少ない地域…「基本診療料の施設基準等及
びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和２年３月５日保医発 0305 
第２号）の別添３の別紙２に掲げる地域(調剤基本料の特例除外適用地域と同
じ(資料No.1091のp6参照))

医療関係職種等3者以上参加

患家

カンファレンス

うち2者以上
が患家へ

★
★…1回目
☆…2回目

☆

2回目のカンファレンス

患家

医療関係職種等3者以上参加
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薬剤服用歴の記録内容
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カンファレンスに関する情報

•ア 患者の基礎情報
(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必
要に応じて緊急連絡先)

•イ 処方及び調剤内容等
（処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、
調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)

•ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理
に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者
の意向

•エ 疾患に関する情報
(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関す
るものを含む）

•オ 併用薬
(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を
含む)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の
摂取状況

•カ 服薬状況
(残薬の状況を含む）

•キ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び
患者又はその家族等からの相談事項の要点

•ク 服薬指導の要点
•ケ 手帳活用の有無

(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
•コ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
•サ 指導した保険薬剤師の氏名

薬剤服用歴管理指導料の記載事項

カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日

参加医療関係職種等の氏名

？ ？
薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名

山田 花子？？？ ？ ？？ ？？

要請

訪
問

患家

カンファレンス

結果を
踏まえ

薬学的管理指導を実施した旨
及びその理由

カンファレンスの要点 実施した薬学的管理指
導の内容
・服薬状況
・副作用
・相互作用等
に関する確認等を含む

保険医へ提供した訪問
結果の情報(要点)

‥‥‥‥
‥‥‥
‥…
‥‥‥‥
‥‥

^^^^^^^^
^^^^^^^^
^^^^^
^^^^^^^
^^^^^^^^
^^^^^
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15の3注2 麻薬管理指導加算
薬剤服用歴

記録

家族への指導の要点（麻薬に係る
服薬指導、残薬の適切な取扱方法
を含めた保管管理の指導）

記録

記録
返納された麻薬の廃棄に関する事項
（都道府県知事に届け出た麻薬廃
棄届の写しを添付することで可）

15の3注3 乳幼児加算

・体重
・適切な剤形
・その他必要な事項

確認内容

・適切な服用方法
・誤飲防止等の必要な服薬指導

【算定要件】

保険医に対して提供した訪問結果に
関する情報
・麻薬の服薬状況
・疼痛緩和・副作用等の状況
・服薬指導

の要点等

在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定不可

在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定不可

・在宅患者緊急時等共同
指導料の薬歴記載内容
(前スライド参照)

・麻薬の保管管理状況

・服薬状況

・残薬状況

・麻薬注射剤等の併用薬剤

・疼痛緩和等の状況

・麻薬の継続又増量投与に
よる副作用の有無
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会員登録は、無 料
いますぐ、会員登録サイトで登録を！！

日医工がお届けする は、
医療従事者の方のための医療行政情報サイトです。

会員特典１

会員特典２

スマートフォンで簡単登録

資料の先行公開

更新情報をメールでお知らせ

ご覧頂ける、テーマ別情報一覧
・診療報酬改定関連の速報情報
・診療報酬点数の施設基準や算定要件の情報
・調剤報酬全点数情報
・地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の施設基準
・ DPC/PDPS関連 新規薬価収載に係る包括評価対象外薬剤一覧

DPC公開データを用いた各種医療圏分析
・その他医療制度に関する情報

https://stu-ge.nichiiko.co.jp/registrations/index?utm_source=Stu-GE&utm_medium=referral&utm_campaign=PDF&utm_term=20201120-1087
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